
 

 

【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長  

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義、所得税：外）（国税３） 

（法人住民税：義）（地方税２） 

② 上記以外の

税目 

－ 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

所得の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場

合、その事業年度の法人税額（国税）から、試験研究費の額に税

額控除割合を乗じて計算した金額を控除することを認める制度。 

《要望の内容》 

我が国の国際競争力を支える民間研究開発の維持・拡大を図る

ため、イノベーションに繋がる中長期・革新的な民間研究開発投

資を促す仕組みとする。 

具体的には、科学に対する官民の投下資本が巨大化し、科学か

らビジネスに至るまでのスピードが加速する「科学とビジネスの

近接化の時代」が到来しており、各国は戦略的な科学技術領域を

選定し、政策リソースを重点投下しており、また、イノベーショ

ン拠点の獲得に向けた、政策的な競争が激化している。このた

め、戦略技術領域に対する研究開発投資の拡大、大学等における

戦略研究拠点との産学連携の促進、中長期的な研究開発投資を促

し国際的にイコールフッティングな投資環境の整備等に向けた見

直しを行う。 

  

○既存の一般型等とは別に、日本の戦略技術領域を対象とした

戦略技術領域型を創設し、重点化 

○オープンイノベーション型の中に、特定大学等戦略研究拠点

との委託・共同研究を追加 

○大学等における戦略研究拠点との共同・委託研究時の対象費

用の拡大、手続き合理化 

○税額控除の繰越制度の導入 

○高度研究人材の活用に関する試験研究費の拡充 

○一般型の中に、控除率のインセンティブを強化した中堅企業

型を創設 

○試験研究費の範囲の明確化 

○一般型の控除率の上乗せ措置の適用期限の延長（３年間延長

（令和１０年度末まで）） 

○増減試験研究費割合に応じた税額控除額の上限の変動特例の

延長（３年間延長（令和１０年度末まで）） 



 

 

○試験研究費の額が平均売上金額の１０％超の場合の上乗せ措

置の適用期限の延長（３年間延長（令和１０年度末まで）） 

○中小企業者等について、試験研究費が１２％超増加した場合

の上乗せ措置の適用期限を延長（３年間延長（令和１０年

度末まで））等 

《関係条項》 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第１０条及び第４２

条の４ 

地方税法第２３条第１項第４号、第２９２条第１項第４号及び附則第８

条 

5 担当部局 防衛省防衛装備庁装備政策部装備政策課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和７年８月 

分析対象期間：令和５年度～令和１０年度 

7 創設年度及び改正経緯 ・増加型：昭和４２年度創設 

・中小企業技術基盤強化税制：昭和６０年度創設 

・特別試験研究費税額控除制度：平成５年度創設 

・総額型：平成１５年度創設 

・高水準型：平成２０年度創設 

・平成２７年度税制改正にて、控除上限を法人税額の３０％に引

上げる（総額型２５％、特別試験研究費税額控除制度（オープ

ンイノベーション型）５％（ともに適用期限の定めなし））と

ともに、オープンイノベーション型の控除率（１２％から２

０％又は３０％）及び対象費用（中小企業からの知財権の使用

料）を拡充し、繰越控除制度を廃止。 

・平成２９年度改正にて、増加型を廃止した上で、総額型に増加

インセンティブを組み込み、高水準型を延長しつつ、売上高試

験研究費割合が１０％超の場合や中小企業者等の試験研究費が

５％超増加した場合に控除上限を上乗せできる措置を導入。加

えて、試験研究費の定義を見直し（第４次産業革命型のサービ

スの開発を追加）、特別試験研究費税額控除制度の要件を緩

和。 

・令和元年度改正にて、特別試験研究費税額控除制度の控除上限

を法人税額の５％から１０％に引き上げるとともに、支援対象

を拡大し、一部控除率を引上げ。総額型の控除率を見直し、増

加インセンティブを強化。高水準型を廃止し、試験研究費割合

が１０％超の場合の控除率上乗せ措置を創設（令和２年度末ま

で）。ベンチャー企業が総額型を利用する場合の控除上限の引

上げ。控除率及び控除上限の上乗せ措置を２年間延長（令和２

年度末まで） 

・令和３年度改正にて、一般型（総額型から改名）の控除上限を

２５％から３０％に引き上げるとともに、一般型の控除率を見

直し増加インセンティブを強化。自社利用ソフトウェアに区分

されるソフトウェアに関する試験研究費を税額控除対象に追

加。特別試験研究費における共同研究の相手方に国立研究法人

の外部化法人及び人文系の研究機関を追加。控除率及び控除上

限の上乗せ措置を２年間延長（令和４年度末まで） 



 

 

・令和５年度改正にて、試験研究費の増減割合に応じて控除上限

が変動する仕組みを導入するとともに、控除率の傾きを見直し

増加インセンティブを強化。ビッグデータやＡＩ等を活用した

サービス開発において、データの収集だけでなく、既存データ

を利活用する場合も対象に追加。特別試験研究費におけるスタ

ートアップの定義を見直すとともに、高度研究人材の活用を促

す措置を追加。控除率及び控除上限の上乗せ措置を３年間延長

（令和７年度末まで） 

・令和６年度改正にて、試験研究費の額の範囲から、居住者が国

外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除外。一般型に

ついて、増減試験研究費割合が０に満たない場合の税額控除割

合を適用年分の区分に応じて見直すとともに、税額控除割合の

下限を１％から０％に引き下げ。 

8 適用又は延長期間 ○既存の一般型等とは別に、日本の戦略技術領域を対象とした戦

略技術領域型を創設し、重点化 

○オープンイノベーション型の中に、特定大学等戦略研究拠点と

の委託・共同研究を追加 

○大学等における戦略研究拠点との共同・委託研究時の対象費用

の拡大、手続き合理化 

○税額控除の繰越制度の導入 

○高度研究人材の活用に関する試験研究費の拡充 

○一般型の中に、控除率のインセンティブを強化した中堅企業型

を創設 

○試験研究費の範囲の明確化 
（以上、適用期限の定めなし） 
○ 一般型の控除率の上乗せ措置の適用期限の延長 
○ 増減試験研究費割合に応じた税額控除額の上限の変動特例の延

長 
○ 試験研究費の額が平均売上金額の１０％を超える場合の上乗せ

措置の延長 
○ 中小企業者等について、試験研究費が１２％超増加した場合の

上乗せ措置の適用期限を延長 
（以上、令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間）） 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

我が国の研究開発投資総額（令和５年度：２２．１兆円）の約７割

（同：１６．２兆円）を占める民間企業の研究開発投資を維持・拡大する

ことにより、イノベーション創出に繋がる中長期・革新的な研究開発等

を促し、我が国の成長力・国際競争力を強化する。 

《政策目的の根拠》 
○科学技術・イノベーション基本計画 

［令和３年３月２６日閣 議決定］ 
第３章 科学技術・イノベーション政策の推進体制の強化 

１．知と価値の創出のための資金循環の活性化  
（ｂ） あるべき姿とその実現に向けた方向性 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数
値目標】（主要指標） 
・令和３年度より令和７年度までの、政府研究開発投資の

総額の規模：約３０兆円 
・令和３年度より令和７年度までの、官民合わせた研究開

発投資の総額：約１２０兆円（政府投資が呼び水となり
民間投資が促進される相乗効果や我が国の政府負担研究



 

 

費割合の水準等を勘案） 

 

○経済財政運営と改革の基本方針２０２５ 

［令和７年６月１３日閣議決定］ 

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現  

１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総

動員～ 

（中堅・中小企業による賃上げの後押し） 

中堅企業の研究開発や大規模設備投資を支援するとともに、ファン

ド等からの出資を通じ、資金調達環境を整備する。～略～１００億円

超えの売上げを目指すことを宣言する企業の設備投資支援等を行

うとともに、中小・小規模事業者の新事業進出・事業構造転換、研

究開発及び新製品・サービス開発を支援する。 

～略～ 

３．「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増

加 

～略～ 

（４）先端科学技術の推進 

我が国の国力に直結する科学技術・イノベーション力を強化し、国

際競争を勝ち抜くため、官民が連携して大胆な投資を行い、多様で

豊富な「知」を生み出すエコシステムを活性化する。このため、社会

課題解決の原動力となるＡＩ、量子、フュージョンエネルギー、マテリ

アル、バイオ、半導体、次世代情報通信基盤（Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ）、健

康・医療等について、分野をまたいだ技術融合による研究開発・社

会実装を一気通貫で推進する。 

 

○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画２０２５年改訂版 

［令和７年６月１３日閣議決定］ 

Ⅲ．投資立国の実現 

令和１２年度３５兆円、令和２２年度２００兆円という新たな国内投資

目標を官民で必ず実現する。 

１．中堅企業の創出・成長加速 

②中堅企業の研究開発・輸出の促進 

～略～ 

同時に、中堅・中小企業による大学等との連携も含めた研究開発

を大胆に促すための仕組みを検討する。 

Ⅴ．科学技術・イノベーション力の強化 

１．産業競争力を高めることを軸とした戦略的に重要な技術領域へ

の一気通貫での支援 

研究開発を通じた日本企業の産業競争力の向上の観点から、

各国が戦略的に重要な技術領域を見極めて、予算や税制等のイ

ンセンティブ制度を通じ、人材育成・研究開発・成長する大学など

の拠点形成・設備投資・スタートアップ育成・ルール形成等の政策

を一気通貫で講じる中、我が国において戦略的な重要技術領域

でのイノベーションを誘発していくための取組を強化していく。 

このためにも、重要技術領域での企業の研究開発投資の拡大

や、企業と大学等の研究開発の重要拠点との連携強化、企業の

博士人材等の活用促進等に加え、国際的に遜色のないイノベー

ション立地競争環境を確保するため、これまで実施してきた施策

の振り返りも踏まえつつ、研究開発税制等の税制によるメリハリ



 

 

あるインセンティブを検討する。 

 

○経済産業政策新機軸部会 第４次中間整理 ～ 成長投資が導く 

２０４０ 年の産業構造 ～ ［令和７年６月３日］ 

Ⅳ．長期目標に向けた施策の進捗と今後検討が必要となる政策 

（１０）イノベーション・スタートアップ 

③今後必要な施策 

【国として重要な技術領域への一気通貫での集中支援】 

（研究開発投資インセンティブの重点化・強化） 

・研究開発税制について、戦略的に重要な技術への企業の研究開

発投資の拡大や、企業と大学等の研究開発の重要拠点との連携強

化、企業の博士人材等の活用促進、製造業のみならず非製造業に

おける研究開発の促進、中堅企業の成長につながる研究開発投資

の拡大に関するインセンティブの強化を検討する。 

・研究開発税制等について、国際的に遜色のないイノベーション立

地競争環境を確保するためのインセンティブの強化を検討する。 

 

○国家防衛戦略 

［令和４年１２月１６日閣議決定］ 

 １ 防衛生産基盤の強化 

防衛産業において、防衛技術基盤の強化を通じた高度な技術力及

び品質管理能力を確保することに加え、装備品の生産・維持・整備、

改修・能力向上等を確保していく。 

２ 防衛技術基盤の強化 

政策的に緊急性・重要性が高い事業の実施に当たっては、研究開

発リスクを許容しつつ、想定される成果を考慮した上で、一層早期の

研究開発や実装化を実現する。 

 

○防衛力整備計画 

［令和４年１２月１６日閣議決定］ 

１ 防衛生産基盤の強化 

サプライチェーンリスクを把握するため、サプライチェーン調査を実施

する。新規参入を促進することでサプライチェーン強靭化と民生先端

技術の取り込みを図る。さらに、同盟国・同志国等の防衛当局と協

力してサプライチェーンの相互補完を目指す。これにより、安定的な

調達に資するサプライチェーン強靭化を行っていく。 

２ 防衛技術基盤の強化 

将来にわたって技術的優越を確保し、他国に先駆け、先進的な能力

を実現するため、民生先端技術を幅広く取り込む研究開発や海外技

術を活用するための国際共同研究開発を含む技術協力を追求及び

実施するとともに、防衛用途に直結し得る技術を対象に重点的に投

資し、早期の技術獲得を目指す。その際、関係省庁におけるプロジ

ェクトとの連携、その成果の積極活用を進める。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

○ 防衛省における政策評価に関する基本計画について（防官企（防）

第１６８号。令和５年３月２９日）において、次のとおり位置付けられて

いる。 

基本目標：①力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環

境を創出、②力による一方的な現状変更やその試みを、

同盟国・同志国等と協力・連携して抑止・対処し、早期に



 

 

事態を収拾③万が一、我が国への侵攻が生起する場

合、我が国が主たる責任をもって対処し、同志国等の支

援を受けつつ、これを阻止・排除 

政策分野： いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤 

いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤 

施   策： 防衛生産基盤の強化 

防衛技術基盤の強化 

③ 租税特別措

置等により

達成しようと

する目標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

○令和３年度～令和７年度までの目標 

官民合わせた研究開発投資の総額を令和３年度から令和７年度

までに約１２０兆円（５年間）にする。 

（政府投資が呼び水となり民間投資が促進される相乗効果や我が国

の政府負担研究費割合の水準等を勘案）   

 

○令和８年度以降の目標 

令和８年度以降の研究開発投資額の目標については、内閣府科学

技術・イノベーション推進事務局において、令和７年度中を目途に第７

期科学技術・イノベーション基本計画に向けた検討が進められており、

本措置の目標についても同計画を踏まえ設定する。 

 

《成果指標》 

国内研究開発投資の総額 

 

《目標値》 

令和８年度以降の研究開発投資額の目標については、内閣府科学

技術・イノベーション推進事務局において、令和７年度中を目途に第７

期科学技術・イノベーション基本計画に向けた検討が進められており、

本措置についても同計画を踏まえ設定する。 

（仮に、官民合わせた我が国の研究開発投資額の目標が現行と同等

の約１２０兆円（５年間）となる場合（約２４兆円／年）、本措置の期限と

なる令和８年度～令和１０年度の３年間の目標値は約７２兆円と計算

できる。） 

 

《使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）》 

令和６年科学技術研究調査（総務省） 

  

④ 政策目的に

対する租税

特別措置等

の達成目標

実現による

寄与 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 
 

研究主体別研究費の推移（兆円） 

 令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

令和

５ 

年度 

令和

６ 

年度 

令和

７ 

年度 

合計 目標値

（令和

３～令

和７年

度） 

総額 19.7  20.7 22.0 - - 62.5 120  

企業 14.2 15.1 16.1 - -   

非営利団

体・公共

機関 

1.7 1.7 2.0 - -   

大学等 3.8 3.8 3.9 - -   

［出典：令和６年科学技術研究調査（総務省）］ 

 



 

 

・本措置により、事業者は試験研究費の一定割合を税額から控除でき

るメリットを享受できるため、研究開発投資の維持・拡大やオープンイ

ノベーションを促進するインセンティブとなる。 

我が国全体の研究開発投資の約７割を占める企業の研究開発投

資を押し上げることにより、国全体の研究開発投資を高め、イノベーシ

ョンの加速を通じた我が国の成長力・国際競争力を強化することに大

きく寄与することが可能。 

 

・日本の研究開発税制に関する主な検証として、Ｋａｓａｈａｒａ ｅｔ ａｌ．

（２０１４））によれば、研究開発税制（総額型）が導入されなかった場

合、平成１５年度の日本全体の研究開発投資が３．０～３．４％低下し

ていたとしている。また、経済産業省と連携した上で、経済産業研究

所がＥＢＰＭの一環として行った研究のディスカッションペーパー（池内

（２０２２））によれば、平成２７年度の税制改正におけるオープンイノベ

ーション型の拡充により、平均で１４．４％の外部支出研究開発投資

の増加に寄与したことが示されている。 

10 有効性

等 

① 適用数 ○適用件数実績（うち、資本金１億円以下の法人分） 

 

＜一般型＞ 

令和５年度  ９，０４７件（４，９１０件） 

令和６年度  ９，６５０件（５，２４０件）（見込み） 

令和７年度  ９，６５０件（５，２４０件）（見込み） 

 

＜中小企業技術基盤強化税制＞ 

令和５年度  ５，６３８件（５，６２４件） 

令和６年度  ６，０１６件（６，０００件）（見込み） 

令和７年度  ６，０１６件（６，０００件）（見込み） 

 

＜オープンイノベーション型＞ 

令和５年度  ３，１２０件（１，９７４件） 

令和６年度  ２，９４１件（１，８６０件）（見込み） 

令和７年度  ２，９４１件（１，８６０件）（見込み） 

 

○将来推計 

＜令和８年度＞ 

・一般型                 ９，６５０件／事業年度 

・中小企業技術基盤強化税制   ６，０１６件／事業年度 

・オープンイノベーション型      ２，９４１件／事業年度 

 

＜令和９年度＞ 

・一般型                 ９，６５０件／事業年度 

・中小企業技術基盤強化税制   ６，０１６件／事業年度 

・オープンイノベーション型     ２，９４１件／事業年度 

 

＜令和１０年度＞ 

・一般型                 ９，６５０件／事業年度 

・中小企業技術基盤強化税制    ６，０１６件／事業年度 

・オープンイノベーション型     ２，９４１件／事業年度 

 



 

 

○業種別適用件数（実績） 

業種別に適用件数をみると、一般型、中小企業技術基盤強化税制、オ

ープンイノベーション型いずれも以下のとおり幅広い業種の企業で適

用されている。 

 

○令和５年度一般型適用件数 

業種名 適用件数 
（うち資本金１億円以下の法人

の適用件数） 

総計 ９，０４７ ４，９１０ 

製造業 ４，２７３ １，８１３ 

 食料品 ４８４ ２３６ 

 化学工業 ５９４ １７８ 

 金属製品 ２７６ １３４ 

 機械製造業 ４７８ １７８ 

電気機械 ４４３ １７１ 

 輸送用機械 ３４５ １１１ 

 その他 １，６５３ ８０５ 

卸売業 １，０１４ ５８８ 

サービス業 １，７６０ １，２４９ 

その他 ２，０００ １，２６０ 

（出典：租税特別措置の適用実態調査（財務省）） 

 

○令和５年度中小企業技術基盤強化税制適用件数 

業種名 適用件数 
（うち資本金１億円以下の法

人） 

総計 ５，６３８ ５，６２４ 

製造業 ３，４１２ ３，４１０ 

 食料品 ３１２ ３１１ 

 化学工業 ４２７ ４２６ 

 金属製品 ４０６ ４０６ 

 機械製造業 ４６２ ４６２ 

 電気機械 ３９９ ３９９ 

 輸送用機械 １４１ １４１ 

 その他 １，２６５ １，２６５ 

卸売業 ８４５ ８３９ 

サービス業 ８４３ ８４３ 

その他 ５３８ ５３２ 

（出典：租税特別措置の適用実態調査（財務省）） 

 

○令和５年度オープンイノベーション型適用件数 

業種名 適用件数 
（うち資本金１億円以下の法

人） 

総計 ３，１２０ １，９７４ 



 

 

製造業 １，２４５ ６５６ 

 食料品 １４７ ８６ 

 化学工業 １５４ ５７ 

 金属製品 ７３ ５０ 

 機械製造業 １２０ ６１ 

 電気機械 １５９ ７４ 

 輸送用機械 １０９ ３９ 

 その他 ４８３ ２８９ 

卸売業 ３６７ ２５８ 

サービス業 ７７５ ６０３ 

その他 ７３３ ４５７ 

（出典：租税特別措置の適用実態調査（財務省）） 

 

※試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除については、制度

の対象の大宗が法人であり、所得税の活用については、国税庁による

申告所得税標本調査 第１０表 租税特別措置法関連項目によると、

令和５年度の適用は３人（適用金額２１百万円）となっている。近年の

本措置の利用動向に大きな変化が生じていないことを踏まえると、個

人の活用状況は極めて僅少であることが見込まれる。  
【算定根拠】 

・令和５年度は「租税特別措置の適用実態調査（財務省）」により把

握。 

・令和６年度及び令和７年度は、「令和６年度経産省アンケート調査」

の集計結果を元に、「租税特別措置の適用実態調査（財務省）」の数

字で割り戻した数値で補正し算出している。 

・令和８年度、令和９年度及び令和１０年度は、現時点において増減さ

せる要素が明確でないことから、令和７年度推計値と同数としている。 

② 適用額 【国税】 

○減収額実績 

＜一般型＞ 

令和５年度 ８，９９４億円（５４２億円） 

令和６年度 ９，５９４億円（５８１億円）（見込み） 

令和７年度 ９，５９４億円（５８１億円）（見込み） 

 

＜中小企業技術基盤強化税制＞ 

令和５年度 ２５８億円（２５０億円） 

令和６年度 ２７５億円（２６６億円）（見込み） 

令和７年度 ２７５億円（２６６億円）（見込み） 

 

＜オープンイノベーション型＞ 

令和５年度 ２２６億円（１４億円） 

令和６年度 ２１４億円（１３億円）（見込み） 

令和７年度 ２１４億円（１３億円）（見込み） 

 

○将来推計 

＜令和８年度＞ 

・一般型 ９，５９４億円 



 

 

・中小企業技術基盤強化税制  ２７５億円 

・オープンイノベーション型 ２１４億円 

 

＜令和９年度＞ 

・一般型 ９， ５９４億円 

・中小企業技術基盤強化税制 ２７５億円 

・オープンイノベーション型 ２１４億円 

 

＜令和１０年度＞ 

・一般型 ９，５９４億円 

・中小企業技術基盤強化税制 ２７５億円 

・オープンイノベーション型 ２１４億円 

 

【地方税】 

○減収額実績 

＜中小企業技術基盤強化税制＞ 

令和５年度 １８億円 

令和６年度 １８億円 

令和７年度 １８億円 

 

＜オープンイノベーション型＞ 

令和５年度 ０．９６億円 

令和６年度 ０．８４億円 

令和７年度 ０．８４億円 

 

（出典：総務省「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関

する報告書」） 

 

○将来推計 

＜令和８年度＞ 

・中小企業技術基盤強化税制   １８億円 

・オープンイノベーション型    ０．８４億円 

 

＜令和９年度＞ 

・中小企業技術基盤強化税制    １８億円 

・オープンイノベーション型     ０．８４億円 

 

＜令和１０年度＞ 

・中小企業技術基盤強化税制    １８億円 

・オープンイノベーション型     ０．８４億円 

 

※国税における適用額の推計のうち、資本金１億円以下の法人分の

推計額に法人住民税率（７．０％）を乗じた額を算出。 

 

○業種別適用実績 

業種別の適用金額では、一般型は輸送用機械の割合が約２５．２％、

中小企業技術基盤強化税制及びオープンイノベーション型では化学工

業の割合それぞれ約１７．１％、約４８．３％と最も高くなっている。 

 



 

 

○令和５年度一般型適用金額      

  （単位：百万円） 

業種名 適用金額 
（うち資本金１億円以下

の法人） 

総計 ８９９，４４５ ５４，２３７ 

製造業 ７３３，７６７ ２７，９３３ 

 食料品 ２２，６４８ １，４６７ 

 化学工業 １２９，３１５ ４，５５３ 

 金属製品 ６，９９７ ９２２ 

 機械製造業 ６６，１５１ ２，９０６ 

 電気機械 ７９，３７７ ４，０６４ 

 輸送用機械 ２２６，３６０ １，９７０ 

 その他 ２０２，９１９ １２，０５０ 

卸売業 ５６，０８３ ９，５００ 

サービス業 ３３，５６６ ８，３７６ 

その他 ７６，０２９ ８，４２７ 

（出典：租税特別措置の適用実態調査（財務省）） 

 

○令和５年度中小企業技術基盤強化税制適用金額 

（単位：百万円） 

業種名 適用金額 
（うち資本金１億円以下

の法人） 

総計 ２５，７６２ ２５，０２１ 

製造業 １８，６５３ １８，２０７ 

 食料品 １，５１１ １，５０７ 

 化学工業 ４，４０９ ３，９６７ 

 金属製品 １，６５５ １，６５５ 

 機械製造業 ２，６３５ ２，６３５ 

 電気機械 １，７２３ １，７２３ 

 輸送用機械 ７５９ ７５９ 

 その他 ５，９６１ ５，９６１ 

卸売業 ３，４７６ ３，１８７ 

サービス業 ２，４０９ ２，４０９ 

その他 １，２２４ １，２１８ 

（出典：租税特別措置の適用実態調査（財務省）） 

 

○令和５年度オープンイノベーション型適用金額  

（単位：百万円） 

業種名 適用金額 
（うち資本金１億円以下

の法人） 

総計 ２２，６４５ １，３７９ 

製造業 １８，４００ ５９６ 



 

 

 食料品 ３６６ ３５ 

 化学工業 １０，９３１ ３１２ 

 金属製品 ４０ ２６ 

 機械製造業 ８１９ ４８ 

 電気機械 ６７１ ２７ 

 輸送用機械 ５１５ １３ 

 その他 ５，０５７ １３４ 

卸売業 ７３９ ２３８ 

サービス業 ４７８ ２１７ 

その他 ３，０２９ ３２９ 

（出典：租税特別措置の適用実態調査（財務省）） 

 

※なお、総務省「科学技術研究調査」令和６年調査結果（令和５年度

実績）によれば、民間研究開発投資額（１６．１兆円）のうち、製造業の

割合は８５．９％であり、業種別研究開発投資構成比の上位業種として

は、「輸送用機械器具製造業（２７．５％）」、「医薬品製造業（９．

５％）」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業（８．５％）」、「化学工業

（６．４％）」となっているほか、非製造業の割合は１４．１％となってい

る。 

【算定根拠】 

・令和５年度は「租税特別措置の適用実態調査（財務省）」により把

握。 

・令和６年度、 令和７年度 は、「令和６年度経産省アンケート調査」

の集計結果を元に、「租税特別措置の適用実態調査（財務省）」の数

字で割り戻した数値で補正し算出している。 

・令和８年度、令和９年度及び令和１０年度は、現時点において増減さ

せる要素が明確でないことから、令和７年度推計値と同数としている。 

③ 減収額 適用額に同じ。 

【算定根拠】 

適用額に同じ。 

④ 効果 《政策目的（９①）の達成状況及び租税特別措置等により達成しようと

する目標（９③）の実現状況》 

研究主体別研究費の推移（兆円） 

 令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

令和

５ 

年度 

令和

６ 

年度 

令和

７ 

年度 

合計 目標値

（令和

３～令

和７年

度） 

総額 19.7  20.7 22.0 - - 62.5 120  

企業 14.2 15.1 16.1 - -   

非営利団

体・公共

機関 

1.7 1.7 2.0 - -   

大学等 3.8 3.8 3.9 - -   

○所期の目標の達成状況、達成目標の変更理由 

官民合わせた研究開発投資の総額を令和３年度より令和７年度ま

でに約１２０兆円（５年間）にするとの達成目標に対して、令和３年度～

令和５年度の研究開発投資総額の合計は約６２．５兆円（３年間）であ



 

 

り、達成には至っていない。 

また、所期の達成目標として引用している第６期科学技術・イノベー

ション基本計画は令和７年度で終期となるが、令和８年度以降の研究

開発投資額の目標については、内閣府科学技術・イノベーション推進

事務局において、令和７年度中を目途に第７期科学技術・イノベーショ

ン基本計画に向けた検討が進められており、本措置の目標についても

同計画を踏まえ、引き続き、企業の研究開発投資を増加させていくこと

が必要な状況であり、所要の重点化等を図った上で達成目標を設定す

る。 

 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 

令和６年科学技術研究調査（総務省） 

《租税特別措置等により達成しようとする目標（９③）に対する租税特別

措置等の直接的効果》 

・令和５年度に総務省行政評価局が行った租特の効果検証に関する

調査研究において、本措置の特徴として、直接的な因果メカニズムを

前提に分析を行っても実態に即した効果が把握できないことに留意が

必要等の指摘がなされている。学識経験者の見解としても、エビデン

スレベルの高い適用群と非適用群の比較検証は困難との見解が示さ

れている。 

このため、研究開発に係る企業内部での意思決定過程において本

措置がどのように機能しているかを明らかにするため、定性分析とし

て、企業のＣＴＯ等に対するヒアリング調査により、直接的効果を把握

した。 

 

○研究開発税制が企業の研究開発投資の意思決定に与える影響（定

性分析）  

・研究開発税制の恩恵は大きい。税制の適用状況を含め役員等に

報告している。事業戦略の中でも検討されている。 

・研究開発税制の適用金額をまとめて幹部に説明している。本税制

により営業キャッシュフローの改善に繋がっている。研究開発税制が 

研究投資額を増加するインセンティブになっている。 

・研究開発税制の一般型を適用しており、それが前提となり研究開

発投資をしている。研究開発投資の規模拡大には寄与していると思

う。 

・景気が悪化した際に縮小の抑制になる、税制が下支えになる機能

は過去あったと思う。 

・研究開発費がＰ／Ｌに計上される以上は業績の影響をどうしても受

け、企業の研究開発部門は投資対効果を示すことが強く求められる

現状がある。このような中で、研究開発税制は企業の研究開発投資

マインドを後押しする非常に有効な施策であることは間違いない。企

業が持続的なイノベーション活動を展開する上で、研究開発税制の

長期的な維持と安定性の確保が必要。 

・税控除があるから研究開発費を増やそうとはなっていないが、新規

の事業に取り組むかどうかなど悩んだ際に、費用の面で背中を押し 

てくれる制度として、ありがたいと思っている。 

・研究費の内容は約半分が人件費。研究開発費を増やしたいし、特

に博士人材を採用したいと思うが、人件費の要素が大きく増やすこ

とにはためらいもあるため、研究開発税制はありがたい。 



 

 

・税制にあわせて研究開発を行うような決定はしていない。元々会社

としてやりたい、あるいはやるべき研究があった上で、制度があれ 

ば活用させてもらうということ。研究開発税制は研究開発投資の一

助にはなっている。 

・研究開発税制があるから研究開発投資を増やしているといった直

接的なインセンティブ効果はない。他方で、特定の研究開発投資の

採算性を評価する際、現在価値を計算する際に税負担軽減分を織

り込むので、間接的にはインセンティブがある。 

 

また、実施したアンケート調査において、本措置が研究開発投資の

維持・拡大の後押しになっているか等を調査したところ、回答企業のう

ち、一般型は約７３％（１６６社）、オープンイノベーション型では約７９％

（６２社）が、自社の研究開発投資の維持・拡大に対して、本措置が大

いに後押しとなっている又は後押しとなっていると回答している。 

 

○直接的効果の把握・分析手法及び直接的効果と考えられる理由 

・本措置の分析にあたっては、上述のとおり、エビデンスレベルの高

い租特適用群と非適用群を創出した統計的手法による分析には限

界があることから、ヒアリング調査及びアンケート調査により、本措

置による企業活動の変化の有無を把握している。 

・いずれも本措置の効果のみを対象として調査を行っていることか

ら、他の政策手段や経済情勢等、他の要因の影響を除いた、本措

置のみの直接的効果が把握されている。  

 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 

令和７年度経産省アンケート調査 

（有価証券報告書等で研究開発費を開示している上場企業２，５００社

に対してアンケートを実施 （令和７年８月１４日時点）） 

《適用数（１０①）が僅少等である場合の原因・有効性の説明》 

－ 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

企業が行う研究開発投資は、将来の経済成長の礎となるもので

あり、その成果は広く経済全体に恩恵を及ぼすものである一方

で、成果が生まれるか分からない、成果が生まれるまで時間を要

するといったリスクの高いもの。また、仮に成果を生んだとして

も、競合他社に真似をされ、ただ乗りされてしまう可能性もあ

り、企業による投資が経済社会全体に波及し好影響を与える（ス

ピルオーバー効果）を持つなどの公共財的な性質を有するもので

ある。 

科学技術・イノベーション基本法第２０条においては、「国

は、我が国の科学技術活動及びイノベーションの創出に係る活動

において民間事業者が果たす役割の重要性に鑑み、民間事業者の

自主的な努力を助長することによりその研究開発及び研究開発の

成果の実用化によるイノベーションの創出を促進するよう、必要

な施策を講ずるものとする」とされており、国は、大企業も含む

民間事業者の果たす重要性に鑑み、必要な施策を講ずる必要があ

る。なお、多くの国が、研究開発税制のような制度により、大企

業・中小企業にかかわらず、企業の研究開発投資への税制措置を

行っているが、ＯＥＣＤは、税制を活用し、企業が研究開発に投

資するための財政的インセンティブを提供していることについ



 

 

て、「先端的な知識やその応用への追加的投資は外部波及効果や

高い不確実性を伴うため、企業自身が得られる利益を超える恩恵

をもたらす可能性があり、それが税の恩典の正当化につなが

る。」と報告している。 

なお、研究論文（Ｋａｓａｈａｒａ ｅｔ ａｌ．（２０１

４））によれば、平成１５年度の税制改正における総額型の導入

により、研究開発投資が３．０～３．４％増加したとされてい

る。また、経済産業省と連携した上で、経済産業研究所がＥＢＰ

Ｍの一環として行った研究のディスカッションペーパー（池内

（２０２２））によれば、平成２７年度の税制改正におけるオー

プンイノベーション型の拡充により、平均で１４．４％の外部支

出研究開発投資の増加に寄与したことが示されている。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

革新的なイノベーションがどのような業種・分野・企業形態か

ら生まれてくるかを予測するのは困難であり、業種・分野・企業

形態を問わず、幅広く技術・知識の基盤を確立させることが重要

であることから、民間企業の研究開発投資に対しては、中立・公

平な支援措置として税制措置を講じることが妥当。 

研究開発税制については、平成２９年度税制改正において、総

額型の仕組みに研究開発投資の増減に応じて支援にメリハリをつ

ける仕組みを導入した。さらに、令和元年度税制改正、令和３年

度税制改正、令和５年度改正のそれぞれにおいて控除率カーブを

変更し、更なるメリハリの強化を進めてきたところ。 

しかしながら、令和３年度に閣議決定された「科学技術・イノ

ベーション基本計画」において「官民合わせた研究開発投資の総

額を令和３年度より令和７年度までに約１２０兆円にする」こと

が目標として示されており、官民合わせた研究開発投資（名目）

は増加傾向にあるが、目標（第６期基本計画中に約１２０兆円）

とは乖離がある状況（第１回 総合科学技術・イノベーション会

議基本計画専門調査会 （令和６年１２月２４日））。このた

め、引き続き、企業の研究開発投資を増加させていくことが必要

な状況であり、所要の重点化等を図った上で延長をすることが妥

当である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

一般に、研究開発投資を促す政策的な手段としては、税制に加え

て、規制緩和、補助金等の予算事業による支援が考えられるため、こ

れらの政策ツールとの税制の役割の違いについて述べる。 

規制緩和については、規制を理由に現在生まれていない市場を生

み出す、または、これまで制限されていた市場を拡大するという効果が

期待されるものである。しかし、これらの効果は、主に規制の強い産業

領域において有効であり、規制緩和が行われた領域の周辺で影響を

及ぼす。そのため、あらゆる分野のイノベーションが期待できる訳では

ない。 

予算事業については、一般的には、財政的支援が有効であったとし

ても、税制よりも予算の方が効果的であると考えられるものもある。し

かし、イノベーションがどのような領域の組み合わせによって生まれる

かを事前に予測することは困難であること、研究開発は長期間継続し



 

 

て行うことによって、はじめて成果が生まれるケースも多々あることか

ら、民間企業の自由な発想にもとづく、研究開発を支援することも必要

であり、税制のインセンティブを強化することが特に有効であると考えら

れるものもある。その意味で、研究開発税制は、研究開発テーマにつ

いて、特定のものに限定しておらず、市場原理、民間の創意工夫に基

づいて、研究開発投資額を増やした領域に対してのインセンティブが生

まれる仕組みとなっている。 

実際、ＯＥＣＤペーパー（Ａｐｐｅｌｔ， Ｓ． ｅｔ ａｌ． （２０１６））において

も、研究開発税制と予算等による直接的な支援措置とでは政策目的

が異なるとされており、予算等による直接的な支援措置は社会的リタ

ーンが大きい特定のプロジェクトを支援するものである一方、研究開発

税制は、民間企業にどのような研究開発を行うかの選択の余地を残し

ている点で、市場原理に基づく措置であるとされており、上記の考え方

とも一致する。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

地方税法第２３条第１項第４号及び第２９２条第１項第４号におい

て、法人住民税は試験研究費税額控除前の法人税額を課税標準とす

ることとされている。その中で、中小企業者等においては、地方税法附

則第８条により、試験研究費税額控除後の法人税額を課税標準とする

ことが定められている。 

12 有識者の見解 本事業の必要性等について異論はない。 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

【事前評価】令和４年８月 

 

 

 


